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令和３年８月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

令和２年（ワ）第１５７３号 債務不存在確認請求事件 

口頭弁論終結日 令和３年７月８日 

判       決 

 5 

       原       告        Ｘ１ 

（以下「原告Ｘ１」という。） 

 

       原       告        Ｘ２ 

（以下「原告Ｘ２」という。） 10 

 

       原       告        Ｘ３ 

（以下「原告Ｘ３」という。） 

 

       原        告        Ｘ４ 15 

（以下「原告Ｘ４」という。） 

 

       原       告        Ｘ５ 

（以下「原告Ｘ５」という。） 

 20 

       原       告        Ｘ６ 

（以下「原告Ｘ６」という。） 

 

       原       告        Ｘ７ 

（以下「原告Ｘ７」という。） 25 
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       原       告        Ｘ８ 

（以下「原告Ｘ８」という。） 

 

       原       告        Ｘ９ 

（以下「原告Ｘ９」という。） 5 

 

       原       告        Ｘ１０ 

（以下「原告Ｘ１０」という。） 

 

       原       告        Ｘ１１ 10 

（以下「原告Ｘ１１」という。） 

       原告ら訴訟代理人弁護士         笹   浪   靖   史 

                        伊   藤       敦 

       同訴訟復代理人弁護士        吉   田   佑   介 

                        大   谷       匠 15 

                        関   根   健   太 

 

       被       告        株 式 会 社 Ｗ Ｉ Ｌ Ｌ 

 

       同訴訟代理人弁護士        戸   田       泉 20 

                        角 地 山   宗   行 

                        籠   屋   恵   嗣                       

主       文 

１ 原告Ｘ１の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権  

侵害に基づく損害賠償債務は３万６９３２円を超えては存在しないこ25 

とを確認する。 
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２ 原告Ｘ２の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害

に基づく損害賠償債務は５万９６６０円を超えては存在しないことを

確認する。 

３ 原告Ｘ３の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵   

害に基づく損害賠償債務は３万９３６７円を超えては存在しないこと5 

を確認する。 

４ 原告Ｘ４の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権  

侵害に基づく損害賠償債務は９万４３４５円を超えては存在しないこ

とを確認する。 

５ 原告Ｘ５の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害10 

に基づく損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

６ 原告Ｘ６の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害

に基づく損害賠償債務は２万８１９０円を超えては存在しないことを

確認する。 

     ７ 原告Ｘ７の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害15 

に基づく損害賠償債務は８万９８３５円を超えては存在しないことを

確認する。 

     ８ 原告Ｘ８の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害

に基づく損害賠償債務は１万６７２６円を超えては存在しないことを

確認する。 20 

     ９ 原告Ｘ９の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害

に基づく損害賠償債務は６万１４４５円を超えては存在しないことを

確認する。 

     10 原告Ｘ１０の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵

害に基づく損害賠償債務は５万９７３８円を超えては存在しないこと25 

を確認する。 
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      11 原告Ｘ１１の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵

害に基づく損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

12 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

13 訴訟費用は，被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 5 

第１ 請求 

１ 原告Ｘ１の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

２ 原告Ｘ２の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 10 

３ 原告Ｘ３の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

４ 原告Ｘ４の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

５ 原告Ｘ５の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく15 

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

６ 原告Ｘ６の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

７ 原告Ｘ７の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 20 

８ 原告Ｘ８の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

９ 原告Ｘ９の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく

損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

10 原告Ｘ１０の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づ25 

く損害賠償債務は存在しないことを確認する。 
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  11 原告Ｘ１１の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づ

く損害賠償債務は存在しないことを確認する。 

第２ 事案の概要 

 １ 原告らは，いずれも，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔと呼ばれるファイル共有ソフトを

利用していたところ，別紙著作物目録記載のアダルト動画（以下「本件著作物」5 

という。）の著作権者である被告から，原告らが本件著作物の動画ファイルをＢ

ｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロードしたことにより，本件著作物に係る被告の著

作権が侵害されたとして，損害賠償請求を受けた。 

   本件は，以上の事実関係をもとに，原告らが，それぞれ，被告に対し，本件著

作物に係る著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める10 

債務不存在確認請求訴訟である。    

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に

より認められる事実。なお，本判決を通じ，証拠を摘示する場合には，特に断ら

ない限り，枝番を含むものとする。） 

   (1) 当事者 15 

ア 原告らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用していた者である。 

イ 被告は，映画，ビデオの映像制作，編集業務，販売等を目的とする株式会

社である。 

  (2) 被告による本件著作物の販売 

   ア 被告は，本件著作物の著作権者である。（弁論の全趣旨） 20 

   イ 被告は，本件著作物をＤＶＤ（販売価格４３７８円）及びＢｌｕ－ｒａｙ

（販売価格５４７８円）の各媒体で販売しているほか，合同会社ＤＭＭ．ｃ

ｏｍ（以下「ＤＭＭ」という。）のウェブサイトにおいて，ダウンロード及

びストリーミング形式で，通常版（販売価格９８０円）及びＨＤ版（販売価

格１２７０円）を販売している。（乙１，７） 25 

  (3) ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの仕組み 
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    ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，いわゆるＰ２Ｐ形式のファイル共有ソフト（プロ

トコル）であり，その概要や使用の手順は，次のとおりである。 

ア 概要及び意義 

 (ｱ) ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔでは，特定のファイルを配布する場合，まず，当

該ファイルを小さなデータ（ピース）に細分化し，分割された個々のデー5 

タ（ピース）をＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネットワーク上のユーザー（ピア）

に分散して共有させる。当該ファイルのダウンロードを希望するユーザー

は，ネットワークに参加して自らピアとなり，ピースをダウンロードする

とともに，多数存在する他のユーザー（ピア）との間でお互いが保有する

ピースを授受することを通じ，分割された全てのピースをダウンロードし10 

た上で，それらを完全なファイルに復元することで，当該ファイルを取得

することができる。 

 (ｲ) 完全な状態のファイルを持つユーザーは，「シーダー」と呼ばれる。目

的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」

と呼ばれるが，ダウンロードが完了し，完全な状態のファイルを保有する15 

と，当該ユーザーはシーダーとなり，今度は，リーチャーからの求めに応

じて，当該ファイルをアップロードしてリーチャーに提供することになる。    

また，リーチャーは，目的のファイル全体のダウンロードが完了する前

であっても，既に所持しているファイルの一部（ピース）を，他のリーチ

ャーと共有するためにアップロードする。すなわち，リーチャーは，目的20 

のファイルをダウンロードすると同時に，他のリーチャーに当該ファイル

の一部を送信することが可能な状態に置く仕組みとなっている。 

(ｳ) ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，このようなユーザー相互間のデータの授受を

通じて，ファイルを保管するためのサーバを必要とすることなく，大容量

のファイルを高速で共有することを可能とするものである。 25 

（以上につき，甲４，乙５の２〔２頁〕，弁論の全趣旨） 
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イ 利用の手順 

 (ｱ) ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを使用するには，ファイルをダウンロードするた

めの「クライアントソフト」を自己の端末にインストールした上で，「イ

ンデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトにアクセスして，目的のファ

イルの所在等についての情報が記載された「トレントファイル」を取得す5 

る。トレントファイルには，目的のファイル本体のデータは含まれないが，

分割されたファイル（ピース）全てのハッシュとともに，ピースを完全な

状態のファイルに再構築するための情報や，「トラッカーサイト」のアド

レスが記録されている。トレントファイルは，いわば，細分化されたピー

スを復元するための設計図のような役割を果たす。 10 

(ｲ) ユーザーが入手したトレントファイルを自己の端末内のクライアント

ソフトに読み込むと，同端末は，トラッカーサイトと通信を行い，目的の

ファイルを保有している他のユーザーのＩＰアドレスを取得し，それらの

ユーザーと接続した上で，当該ファイルのダウンロードを開始する。トラ

ッカーサイトは，シーダーやリーチャーを相互に接続し，ファイルの配布15 

を実際に行うためのウェブサイトである。 

 (ｳ) ユーザーは，ダウンロードした当該ファイルについて，自動的にピアと

してトラッカーサイトに登録される仕組みとなっている。これにより，自

らがダウンロードしたファイル（ピース）に関しては，他のピアからの要

求があれば，当該ピースを提供しなければならないため，ダウンロードと20 

同時にアップロードが可能な状態に置かれることになる。 

(ｴ) ユーザーは，分割されたファイル（ピース）を複数のピアから取得する

が，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔクライアントは，トレントファイルに記録され

た各ピースのハッシュや，再構築に必要なデータに基づき，各ピースを完

全な状態のファイルに復元する。これにより，それまではリーチャーであ25 

った当該ユーザーは，以後はシーダーとして機能することになる。 
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(ｵ) ユーザーが特定のファイルについてダウンロードしたデータ容量とア

ップロードしたデータ容量の比率を「共有比」という。 

（以上につき，乙５，６，弁論の全趣旨） 

ウ アップロードの終期 

  ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，インターネットを通じてデータの授受を行うも5 

のであるため，自己の端末がオフライン状態にあるか，通信相手が存在しな

い状態であれば，ファイルのアップロードは行われない。また，オンライン

状態であっても，ソフトウェアを起動していなければアップロードは行われ

ないほか，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ上や端末の記録媒体からファイルを削除す

れば，以後，当該ファイルがアップロードされることはない。  10 

(甲１１，１２，乙５，弁論の全趣旨) 

エ 匿名性 

  ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネットワークには匿名性はないため，ユーザーがト

ラッカーにアクセスすると，そのＩＰアドレスはトラッカーサイトの管理者

に把握される。（乙５の２〔４頁〕） 15 

(4) 被告による原告らの特定に至る経緯 

 ア 被告における内部調査 

   被告は，平成３０年６月１日から同月１５日にかけて，内部調査を行った

ところ，次の各ハッシュにより特定される本件著作物の動画ファイルの一部

（ピース）につき，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用してアップロード及びダウ20 

ンロードを行っている者のＩＰアドレスを特定した（乙１１）。 

  (ｱ) ハッシュ（ハッシュタグは省略）により特定されるファイル（以下「本

件ファイル１」という。）について 

    ＩＰアドレス：（ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ１①」という。） 

           （ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ１②」という。） 25 

           （ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ１③」という。） 
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           （ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ１④」という。） 

  (ｲ) ハッシュ（ハッシュタグは省略）により特定されるファイル（以下「本

件ファイル２」という。）について 

    ＩＰアドレス：（ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ２①」という。） 

           （ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ２②」という。） 5 

           （ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ２③」という。） 

   (ｳ) ハッシュ（ハッシュタグは省略）により特定されるファイル（以下「本

件ファイル３」といい，本件ファイル１～３の一部又は全部を「本件各フ

ァイル」という。）について 

     ＩＰアドレス：（ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ３①」という。） 10 

            （ＩＰアドレスは省略）（以下「ＩＰ３②」という。） 

  イ プロバイダに対する発信者情報の開示請求 

    被告は，平成３０年８月末から同年９月頃にかけて，次のプロバイダ各社

（以下，これらのプロバイダの一部又は全部を「プロバイダ各社」という。）

に対し，上記ア記載のＩＰアドレス等につき，その発信者情報の開示を請求15 

した（ただし，下記(ｶ)及び(ｷ)については，照会したＩＰアドレスは不明で

ある。）。 

   (ｱ) 株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（乙１２の１） 

ＩＰアドレス：ＩＰ１① 

(ｲ) ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社（乙１２の２） 20 

  ＩＰアドレス：ＩＰ１②，ＩＰ２① 

(ｳ) ソフトバンク株式会社（乙１２の３） 

      ＩＰアドレス：ＩＰ１③，ＩＰ１④，ＩＰ２② 

    (ｴ) ニフティ株式会社（乙１２の４） 

      ＩＰアドレス：ＩＰ２③，ＩＰ３① 25 

    (ｵ) 株式会社朝日ネット（乙１２の５） 
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      ＩＰアドレス：ＩＰ３② 

   (ｶ) 株式会社ジェイコム東京 

(ｷ) 株式会社ジェイコムイースト 

   ウ プロバイダ各社による発信者情報の開示 

     プロバイダ各社は，別紙「原告らの状況一覧」の「意見照会書が届いた時5 

期」記載の年月日の頃に，次のとおり，それぞれ契約関係にある原告らに対

し，意見照会書を送付し，発信者情報の開示についての同意を取得した上で，

平成３０年１０月から１１月にかけて，被告に対し，その氏名等を開示した。 

    (ｱ) 株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（乙１３の１） 

      原告Ｘ１（ＩＰアドレス：ＩＰ１①） 10 

    (ｲ) ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社（乙１３の２） 

      原告Ｘ２（ＩＰアドレス：ＩＰ１②） 

      原告Ｘ４（ＩＰアドレス：ＩＰ２①） 

    (ｳ) ソフトバンク株式会社（乙１３の３） 

      原告Ｘ３（ＩＰアドレス：ＩＰ１③，ＩＰ１④） 15 

      Ａ８（ＩＰアドレス：ＩＰ２②） 

    (ｴ) ニフティ株式会社（乙１３の６・７） 

      原告Ｘ７（ＩＰアドレス：ＩＰ２③） 

      原告Ｘ９（ＩＰアドレス：ＩＰ３①）    

 (ｵ) 株式会社朝日ネット（乙１３の８） 20 

      原告Ｘ１０（ＩＰアドレス：ＩＰ３②） 

    (ｶ) 株式会社ジェイコム東京（乙１３の４） 

      原告Ｘ５（ＩＰアドレスは不明） 

    (ｷ) 株式会社ジェイコムイースト（乙１３の５・９）  

      原告Ｘ６及び原告Ｘ１１（ＩＰアドレスはいずれも不明） 25 

  エ 被告による損害賠償請求 
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    被告は，令和元年１０月１日付けで，原告らに対し，本件著作物に係る著

作権侵害を理由に，それぞれ，下記の損害額の支払を求める内容の通知書を

送付した（乙１４）。 

   (ｱ) 原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３（本件ファイル１について） 

     損害額４８０５万７８０８円（＝販売価格５３７８円×ダウンロード回5 

数８９３６回）   

  (ｲ) 原告Ｘ４，原告Ｘ５，原告Ｘ６，原告Ｘ７，原告Ｘ８（本件ファイル２

について） 

損害額１９４４万６８４８円（＝販売価格５３７８円×ダウンロード回

数３６１６回）  10 

 (ｳ) 原告Ｘ９，原告Ｘ１０（本件ファイル３について） 

    損害額１億６２８７万７００８円（＝販売価格４２９８円×ダウンロー

ド回数３万７８９６回） 

  (ｴ) 原告Ｘ１１（本件ファイル１及び２について） 

    損害額６７５０万４６５６円（＝販売価格５３７８円×ダウンロード回15 

数１万２５５２回） 

 ３ 争点 

  (1) 著作権侵害について 

   ア 著作権侵害の有無（争点１－１） 

   イ 共同不法行為性（争点１－２） 20 

  (2) 損害について 

   ア 共同不法行為に基づく損害の範囲（争点２－１） 

   イ 減免責の可否（争点２－２） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１－１（著作権侵害の有無） 25 

 （被告の主張） 
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   原告らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件著作物の動画ファイルをダウン

ロードする際に，他のユーザーの求めに応じて当該ファイル（本件各ファイル）

をアップロードしている。これは，本件著作物に係る被告の複製権及び頒布権を

侵害するとともに，インターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に本

件著作物を置く行為であるから，本件著作物に係る被告の送信可能権を侵害する5 

ものである。 

 （原告らの主張） 

 (1) アップロード行為の不存在 

    原告Ｘ６及び原告Ｘ１０において，本件著作物のデータをアップロードした

ことは認める。 10 

その余の原告については，データが残っていないため，本件著作物のデータ

をダウンロード及びアップロードした事実につき不知であるが，被告らはこの

点につき立証をしていないから，その余の原告については，被告に対する権利

侵害があったということはできない。 

  (2) 複製権の侵害がないこと 15 

   ア 著作物の複製とは，既存の著作物に依拠し，その内容及び形式を覚知させ

るに足りるものを再製することをいい，著作物の一部分であっても，著作物

としての価値があると評価し得るものであれば複製権が及ぶとされる。しか

しながら，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔによるファイルの送受信は，ファイルを細

かく断片化して行われるものであり，仮に原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの20 

利用を通じて本件著作物のピースを他者に送信していたとしても，個々のピ

ースそれ自体には著作物として価値はないから，原告らの行為によって，本

件著作物が有形的に再製されたということはできない。 

   イ 複製行為の主体については，複製の対象，方法，複製への関与の内容，程

度等の諸要素を考慮して判断される必要がある。ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにお25 

いては，ファイルを送信する側は，自らがファイルをアップロードしている
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ことを認識していないことも多い上に，原告らがファイルを送信しなくとも，

無数に存在するその他のピアによるアップロードを通じて，ユーザーはファ

イル全体をダウンロードすることが可能であることからすれば，仮に複製権

侵害があったとしても，その主体は，本件各ファイルのアップロードをした

原告らではなく，ダウンロードをした側のユーザーであると考えることが実5 

態に沿う。 

  (3) 頒布権の侵害がないこと 

    頒布権は，複製物の公衆への譲渡を規制する権利であるところ，前記のとお

り，本件では複製物が再製されていない以上，頒布権侵害が成立する余地はな

い。 10 

  (4) 送信可能化権の侵害がないこと 

    本件著作物を最初に送信可能な状態に置いたのは原告らではなく，原告らは，

ユーザー間における本件著作物のピースの授受を中継した可能性があるにす

ぎない。実際に原告らが中継したピースの具体的な内容は明らかでなく，ダウ

ンロードを開始した直後に何らかの事情でダウンロードが停止し，結果的に１15 

ビット程度の微細なデータしか送信可能化されなかった可能性もあることを

考慮すれば，原告らが本件著作物を送信可能な状態に置いたと評価することは

相当ではない。 

 ２ 争点１－２（共同不法行為性） 

 （被告の主張） 20 

   自らの行為が他者の行為と相まって権利・法益侵害若しくは損害が発生するこ

と，又は発生する可能性があることを認識しつつ，あえてその行為をする場合に

は，当該権利・法益侵害又は損害の発生につき意思的関与が存在することになる

から，行為者間には民法７１９条１項前段の共同不法行為が成立する。 

   原告らは，各自のダウンロード及びアップロード行為が他のユーザーのダウン25 

ロード及びアップロード行為と相まって本件著作物に係る著作権を侵害するこ
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とを認識しつつ，ダウンロード及びアップロード行為に及んだものであるから，

上記の意思的関与が存在し，原告らには民法７１９条１項前段の共同不法行為が

成立する。 

 （原告らの主張） 

   (1) ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーは，各自の独立した意思と責任に基づきフ5 

ァイルのダウンロードを行っており，その結果，１回のダウンロードにより１

つの複製行為が生じるのであるから，同一のハッシュのファイルが複数のユー

ザーによって複数回ダウンロードされた場合には，それぞれ独立した複製権侵

害行為が複数存在するにすぎない。 

したがって，本件は，複数の不法行為が集合したものとみるべきであり，特10 

定のハッシュのファイルに関し，複数回のダウンロードが行われているからと

いって，全体を一つの不法行為と捉えて民法７１９条を適用することは相当で

はない。 

  (2) 民法７１９条１項前段は，共同行為者の行為によって結果の全部又は少なく

とも主要な部分が惹起されたことを前提に，当該結果の全てを負わせる規定で15 

あるところ，本件においては，仮に原告らが本件著作物のピースにつきダウン

ロード及びアップロードをしていたとしても，最初にシーダーとなったわけで

はない。原告Ｘ６や原告Ｘ１０の共有比は，それぞれ０．２８や１．１５１で

あり，本件著作物１本程度のデータ量をアップロードしたにすぎないことから

すれば，ごく軽微な行為をしたにすぎない。被告の主張するような数千件単位20 

のダウンロードという結果の全部又は主要な部分を惹起したということはで

きないので，民法７１９条１項前段を適用する前提を欠く。 

 ２ 争点２－１（共同不法行為に基づく損害の範囲） 

 （被告の主張） 

  (1) 相当因果関係の範囲 25 

共同不法行為において加害者が連帯して賠償すべき損害の範囲は，共同不法
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行為と相当因果関係に立つ全損害である。 

    本件において，原告らは，最初のシーダーが本件著作物の動画ファイルをア

ップロードして以降，多数のユーザーが連綿と行ってきた同ファイルのダウン

ロード及びアップロード行為に参加し，全体として，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネ

ットワーク内で同ファイルを共有するという共同行為に及んだものである。こ5 

のような共同行為は，社会的にも実質的にも密接な関連を持つ一体の行為であ

り，権利侵害も当該最初のアップロード以降継続して生じているから，原告ら

は，自らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を開始する以前に行われた他のユーザ

ーによるアップロード行為により生じた損害についても責任を負う。 

  (2) ダウンロード回数 10 

   ア 令和２年４月２日当時のダウンロード回数（主位的主張） 

(ｱ) 原告らのアップロード行為により，本来，ＤＶＤ又はＢｌｕ－ｒａｙを

購入しなければ本件著作物を鑑賞することのできない者が，無償で本件著

作物の動画ファイルをダウンロードし，鑑賞することが可能となった。 

  令和２年４月２日時点での本件各ファイルのダウンロード回数は，別紙15 

「損害額一覧表（被告主張）」記載１－１の「ダウンロード回数」欄記載

のとおりである。被告には，ダウンロード１回につき，ＤＶＤ・Ｂｌｕ－

ｒａｙの販売価格相当額の損害が生じるところ，総額としては，上記のダ

ウンロード回数に同「ＤＶＤ／ブルーレイ価格」欄記載の販売価格（ファ

イルにより異なる。）を乗じた額の損害が生じている。個々の原告ごとの20 

具体的な金額は，同「損害額」欄記載のとおりである。 

    (ｲ) ＤＶＤやＢｌｕ－ｒａｙの販売価格ではなく，ダウンロード及びストリ

ーミングの販売価格が損害の基礎となる場合には，別紙「損害額一覧表（被

告主張）」１－２の「損害額」欄記載の各金額が損害となる。 

   イ ダウンロード回数増加分（予備的主張） 25 

     被告が原告らに対し前記前提事実(4)エ記載の令和元年１０月１日付け通
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知書を送付した時点から令和３年５月１８日の時点（乙８～１０）までの間

に，本件各ファイルにつき，それぞれ，ダウンロード回数が５０１回，２３

２回，９１０回増加している。これらの増加分に係るダウンロードについて

は，原告ら自身がＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を開始した後に行われたもの

であるから，原告らは，少なくともこれらによって生じた損害については賠5 

償すべき責任を負う。 

     上記の考え方に基づき，ダウンロード１回につき，ＤＶＤ又はＢｌｕ－ｒ

ａｙの販売価格相当額の損害が生じるとした場合には，別紙「損害額一覧表

（被告主張）」２－１の「損害額」欄記載の各損害が生じており，ダウンロ

ード及びストリーミング形式での販売価格相当額の損害が生じているとし10 

た場合には，同２－２の「損害額」欄記載の各損害が生じることになる。 

   ウ 原告らの主張に対する反論 

     原告らは，乙２～４記載のコンプリート数と甲１０記載のコンプリート数

が大幅に異なることを根拠に，乙２～４記載のコンプリート数の正確性を争

うが，コンプリート数が一致しないのは，各トラッカーサイトがコンプリー15 

ト数を表示するに当たって参照するトラッカーサーバーが異なることが原

因であり，何ら不自然なことではない。 

 （原告らの主張） 

 (1) 相当因果関係の範囲 

  ア 被告は，原告らに共同不法行為が成立することを前提に，原告らが関与す20 

る以前のダウンロードや，原告らが関与を終えた後のダウンロードも含め，

本件各ファイルを用いた全ての複製行為につき賠償責任を負う旨主張する

が，原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じてファイル共有を行う前に複製さ

れたファイルにより生じた権利侵害については，原告らによるアップロード

行為との間に因果関係は存在しない。同様に，原告らがアップロード行為を25 

終了した以降の複製行為についても，原告らが責任を負う余地はない。 
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   イ ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件著作物をダウンロードした者の中

には，有料であればダウンロードしなかったものが相当数含まれているはず

であり，ダウンロードの回数分だけ被告の販売機会が失われる関係にはない

以上，因果関係を欠く。 

   ウ ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じたダウンロードと被告からの購入とでは，そ5 

の需要者の範囲，流通網及び販売方法が全く異なる。すなわち，ＢｉｔＴｏ

ｒｒｅｎｔのユーザーは，アダルト動画の愛好者にとどまらないから，興味

本位で本件著作物の動画ファイルをダウンロードしたにすぎない者も少な

くないのに対し，本件著作物はその内容に照らし，需要者の範囲は限定され

ている上に，販売形態もアダルト作品の販売店や販売サイトに限られている。10 

そうすると，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔで本件著作物の動画ファイルが流通した

からといって，直ちに本件著作物に係る被告の売上げが下がる関係にはない。 

 (2) ダウンロード回数について 

  ア 被告は，乙２～４の記載を根拠として，令和２年４月２日当時のダウンロ

ード回数を主張しているが，乙２～４は作成者のみならず，サイトの運営団15 

体の詳細や「Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ」数の具体的な計測方法が不明であり，そ

の記載内容の正確性は客観的に担保されていない。他の同種のサイドの多く

では，ダウンロード数までは明らかでない上に，ダウンロード数が表示され

たサイト（甲１０）においても，本件各ファイルのコンプリート数は乙２～

４とは大幅に異なることからすれば，乙２～４記載の数値に信用性はない。 20 

  イ ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，一度参加すると永久にファイルを送信し続ける

という仕組みのものではなく，通信相手が存在しない状態になった場合や，

ユーザーがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを起動させていない場合，対象となるファ

イルがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ上から削除された場合等には，ファイルが送信

されることはない。自分がファイルをダウンロードしない場合にはあえてＢ25 

ｉｔＴｏｒｒｅｎｔを起動させておく理由はない以上，ユーザーが他者にフ
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ァイルを送信するのは，当該ファイルを自分がダウンロードしている最中に

限られるはずである。 

  ウ 実際にも，原告らは，別紙「原告らの状況一覧表」記載の「ソフトウェア

の状況」欄記載の時期に，自己の端末からＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを削除して

おり，以後行われた本件各ファイルのダウンロードについては，責任を負う5 

余地はない。 

原告らの多くが，同欄記載のとおり，プロバイダ各社からの意見照会書を

受領した直後にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを削除しているのは，意見照会書が届

いた際に，何か不都合なことが生じたと直感し，半ば反射的に関連する証拠

を削除してしまうためである。原告ら代理人も，上記別紙の「法律相談日」10 

に行った法律相談において，原告らに違法性を説明し，今後利用することが

ないよう必ず指導している。 

  (3) 販売価格について 

    ア 本件において被告が損害と捉えているのは，本来有償で販売されている本

件著作物の動画ファイルが，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて無償でダウンロ15 

ードされてしまうことである以上，損害額を算定するに当たっては，ＤＶＤ

やＢｌｕ－ｒａｙの販売価格ではなく，ダウンロード及びストリーミング購

入する際の販売単価を基礎とすべきである。 

したがって，損害額算定の基礎となる販売価格は，本件各ファイルのダウ

ンロード１回につき，９８０円（通常版）又は１２７０円（ＨＤ版）となる。 20 

   イ 本件著作物の販売単価は常に変動しており，平成３０年９月７日時点では，

ダウンロードとストリーミングのセット販売価格は８８０円（通常版）又は

１１７０円（ＨＤ版）であった（甲１３）。原告らが本件著作物の動画ファ

イルをアップロードした時期は不明である以上，同時期における販売単価も

不明であるところ，損害額の算定に当たっては，このような事情も考慮され25 

るべきである。 
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   ウ 被告は，ＤＭＭの運営するサイトにおいて，本件著作物につき，ダウンロ

ード及びストリーミング形式での販売を行っている。被告は，別件訴訟にお

いて，同サイトにおけるコンテンツの売上総額の３８％が被告の配信コンテ

ンツ料であると主張していたことに照らせば，本件においても，被告自身の

売上げは販売価格の３８％にとどまると考えるべきである。 5 

 ３ 争点２－２（減免責の可否）について 

  （原告らの主張） 

  (1) 民法７１９条１項前段の不法行為の成立が認められる場合であっても，その

関連共同性については，事案ごとに強弱があるところ，これまでの裁判例によ

れば，関連共同性が弱い場合には減免責が認められている。本件では，以下の10 

とおり，原告らの間の関連共同性は微弱であることからすれば，１００％に近

い大幅な減免責が認められるべきである。 

   ア 原告らは，本件著作物のシーダーではなく，専ら無料で動画をダウンロー

ドしたいというだけの末端のユーザーにすぎないため，積極的に複製物を作

成しようという意思は希薄である。客観的にみても，原告らは，ＢｉｔＴｏ15 

ｒｒｅｎｔネットワークにおける本件著作物の流通に，ごく軽微な寄与をし

たにすぎない。 

   イ 原告らは，他のユーザーとの面識も持たないから，主観的な結び付きも希

薄である。 

   ウ 原告らは，他者のダウンロード行為により金銭的な利益を得ておらず，経20 

済的な結合関係も存在しない。  

  (2) 本件著作物のファイルサイズについて，乙２では８．８ギガバイト，乙３で

は７．０ギガバイト及び乙４では２．３ギガバイトと記載されており，それぞ

れそのサイズが異なっていることから，それぞれ本件著作物の一部しか複製さ

れていない可能性が高い。したがって，損害額も応分に減額されるべきである。 25 

 （被告の主張） 



 20 

   寄与度に基づく減免責が認められるのは民法７１９条１項後段の共同不法行

為に限られ，同項前段に基づくいわゆる加害行為一体型の共同不法行為に関して

は，単なる寄与度の低さを理由に連帯を否定することは認められていない。原告

らの主張する事情は加害者間における求償の場面で考慮されるにすぎない。 

第３ 当裁判所の判断 5 

 １ 争点１－１及び１－２（著作権侵害及び共同不法行為性）について 

  (1) 原告らによる本件各ファイルのダウンロード 

   ア 原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ７，原告Ｘ８，原告Ｘ

９及び原告Ｘ１０について 

     本件各ファイルは，いずれも本件著作物の動画ファイルの一部（ピース）10 

であることが認められるところ（甲１０，乙２～４，８～１０），前記前提

事実によれば，①被告は，内部調査により，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて

本件各ファイルの送受信を行っている者のＩＰアドレスを把握したこと，②

これに基づき，被告は，プロバイダ各社に対して，当該ＩＰアドレスに係る

発信者情報の開示請求を行ったこと，③その結果，プロバイダ各社から，本15 

件ファイル１についてのＩＰアドレスに係る契約者として原告Ｘ１，原告Ｘ

２及び原告Ｘ３の氏名の開示を，本件ファイル２についてのＩＰアドレスに

係る契約者として原告Ｘ４，原告Ｘ７及びＡ８の氏名の開示を，本件ファイ

ル３についてのＩＰアドレスに係る契約者として原告Ｘ９及び原告Ｘ１０

の氏名の開示をそれぞれ受けたことが認められる。 20 

これらの事実によれば，原告Ｘ１，原告Ｘ２及び原告Ｘ３が本件ファイル

１を，原告Ｘ４，原告Ｘ８及び原告Ｘ７が本件ファイル２を，原告Ｘ９及び

原告Ｘ１０が本件ファイル３を，それぞれＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて，

ダウンロードしたとの事実を認めることができる（なお，原告Ｘ８について，

プロバイダ契約の名義人はＡ８であるが，弁論の全趣旨に照らせば，契約回25 

線を実際に使用していたのは原告Ｘ８であったと認めることができる。）。 
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   イ 原告Ｘ６について 

     原告Ｘ６がＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件著作物の動画ファイルを

ダウンロードしたことは当事者間に争いがないところ，前記前提事実及び弁

論の全趣旨を総合すれば，原告Ｘ６が本件ファイル２をダウンロードした事

実を認めることができる。 5 

   ウ 原告Ｘ５，原告Ｘ１１について 

     原告Ｘ５及び原告Ｘ１１は，記録が残っていないとして，本件著作物の動

画ファイルをダウンロードした事実自体を争っているところ，前記前提事実

によれば，被告は，平成３０年１１月頃，プロバイダから原告Ｘ５及び原告

Ｘ１１の氏名につき発信者情報の開示を受けたとの事実が認められ，これに10 

よれば，被告は，上記開示請求に先立ち，被告の著作権を侵害するファイル

の送受信が行われたＩＰアドレスとして，原告Ｘ５及び原告Ｘ１１のＩＰア

ドレスを把握していたものと推認される。 

     しかし，原告Ｘ５及び原告Ｘ１１はＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件著

作物以外の多数のファイルをダウンロードしていたものと認められ（乙１５15 

の５・１１），本件全証拠によっても，被告が把握した原告Ｘ５及び原告Ｘ

１１のＩＰアドレスに係るハッシュは明らかではないので，原告Ｘ５及び原

告Ｘ１１がＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件著作物の動画ファイルの一

部をダウンロードしたと認めることはできない。 

  (2) 権利侵害について 20 

   ア 以上のとおり，原告Ｘ１，原告Ｘ２及び原告Ｘ３は本件ファイル１を， 原

告Ｘ４，原告Ｘ６，原告Ｘ７及び原告Ｘ８は本件ファイル２を，原告Ｘ９及

び原告Ｘ１０は本件ファイル３を，それぞれ，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じ

てダウンロードしたものと認められる（以下，ダウンロードを行ったと認め

られる上記各原告を「原告Ｘ１ら」という。）。 25 

そして，前記前提事実２(3)のとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，リーチャ
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ーが，目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても，既に所

持しているファイルの一部（ピース）を，他のリーチャーと共有するために

アップロード可能な状態に置く仕組みとなっていることに照らすと，原告Ｘ

１らは，ダウンロードしたファイルを同時にアップロード可能な状態に置い

たものと認められる。 5 

   イ 前記前提事実のとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，特定のファイルをピー

スに細分化し，これをＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネットワーク上のユーザー間で

相互に共有及び授受することを通じ，分割された全てのファイル（ピース）

をダウンロードし，完全なファイルに復元して，当該ファイルを取得するこ

とを可能にする仕組みであるということができる。 10 

     これを本件に即していうと，原告Ｘ１らが個々の送受信によりダウンロー

ドし又はアップロード可能な状態に置いたのは本件著作物の動画ファイル

の一部（ピース）であったとしても，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔに参加する他の

ユーザーからその余のピースをダウンロードすることにより完全なファイ

ルを取得し，また，自己がアップロード可能な状態に置いた動画ファイルの15 

一部（ピース）と，他のユーザーがアップロード可能な状態に置いたその余

のピースとが相まって，原告Ｘ１ら以外のユーザーが完全なファイルをダウ

ンロードすることにより取得することを可能にしたものということができ

る。そして，原告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用するに際し，その

仕組みを当然認識・理解して，これを利用したものと認めるのが相当である。 20 

     以上によれば，原告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの本質的な特徴，す

なわち動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し，これをインタ

ーネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより，ネット

ワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能

になることを十分に理解した上で，これを利用し，他のユーザーと共同して，25 

本件著作物の完全なファイルを送信可能化したと評価することができる。 
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      したがって，原告Ｘ１らは，いずれも，他のユーザーとの共同不法行為に

より，本件著作物に係る被告の送信可能化権を侵害したものと認められる。 

ウ(ｱ) これに対し，原告らは，アップロード可能な状態に置いたファイルが全

体のごく一部であり，個々のピースは著作物として価値があるものではな

いから，原告らの行為は著作権侵害に当たらないと主張するが，上記イで5 

判示したとおり，原告Ｘ１らによる行為は，他のユーザーと共同して本件

著作物を送信可能化したものと評価できるから，原告らの主張は採用する

ことができない。 

 (ｲ) 原告らは，ファイルを送信する側は，自らがファイルをアップロード可

能な状態に置いていることを認識していないことも多いと指摘するが，原10 

告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用するに当たって，前記前提事実

(3)イ記載のような手続を踏み，各種ファイルやソフトウェアを入手して

いる以上，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの基本的な仕組みを理解していると推認

されるのであって，とりわけ，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにおいて，ユーザー

がダウンロードしたファイル（ピース）について同時にアップロード可能15 

な状態に置かれることは，その特徴的な点であるから，これを利用した原

告Ｘ１らがこの点を認識していなかったとは考え難い。 

 (ｳ) 原告らは，送信可能化権侵害の主張に関し，ユーザー間における本件著

作物に係るファイルの一部（ピース）の授受を中継した可能性やダウンロ

ードを開始した直後に何らかの事情でダウンロードが停止した可能性が20 

あり，原告らが本件著作物を送信可能な状態に置いたと評価することはで

きないと主張する。 

      しかし，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにおいて，ユーザーがダウンロードした

ファイル（ピース）について同時にアップロード可能な状態に置かれるこ

とは，前記判示のとおりであり，原告Ｘ１らがこれを中継したにすぎない25 

ということはできず，また，本件各ファイルのダウンロードの開始直後に
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ダウンロードが停止したことをうかがわせる証拠もない。 

(ｴ) 原告らは，シーダーとして本件著作物の動画ファイルの配布を行ったも

のではなく，原告Ｘ６や原告Ｘ１０の共有比に照らしても，被告の主張す

るダウンロード総数の全部や主要な部分を惹起したということはできな

いので，民法７１９条１項前段を適用する前提を欠くと主張する。 5 

      しかしながら，そもそも，民法７１９条１項前段は，個々の行為者が結

果の一部しか惹起していない場合であっても，個々の行為を全体としてみ

た場合に一つの加害行為が存在していると評価される場合に，個々の行為

者につき結果の全部につき賠償責任を負わせる規定であるから，仮に個々

の原告がアップロード可能な状態に置いたデータの量が少なく，結果に対10 

する寄与が少なかったとしても，そのことは，原告Ｘ１らの共同不法行為

責任を否定する事情にはならないというべきである。 

   エ 以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，原告Ｘ１らが本件各フ

ァイルをアップロード可能な状態に置いた行為は，本件著作物に係る被告の

送信可能化権を侵害することになる。 15 

 ２ 争点２－１（共同不法行為に基づく損害の範囲）について 

(1) 被告は，本件著作物の侵害は，本件各ファイルの最初のアップロード以降継

続しており，社会的にも実質的にも密接な関連を持つ一体の行為であることな

どを理由として，原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用する以前に生じた損害

も含め，令和２年４月２日当時のダウンロード回数について，原告らは賠償義20 

務を負う旨主張する。 

  しかしながら，民法７１９条１項前段に基づき共同不法行為責任を負う場合

であっても，自らが本件各ファイルをダウンロードし又はアップロード可能な

状態に置く前に他の参加者が行い，既に損害が発生しているダウンロード行為

についてまで責任を負うと解すべき根拠は存在しないから，被告の上記主張は25 

採用することはできない。 
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  また，被告は，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロードされたファイルは，サ

ーバからの削除という概念がないため，永遠に違法なダウンロードが可能であ

るとして，現在に至るまで損害は拡大している旨主張する。 

しかし，前記前提事実(3)ウのとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，ソフトウェ

アを起動していなければアップロードは行われないほか，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ5 

ｔ上や端末の記録媒体からファイルを削除すれば，以後，当該ファイルがアッ

プロードされることはないものと認められる。 

そうすると，原告Ｘ１らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて自ら本件各ファイ

ルを他のユーザーに送信することができる間に限り，不法行為が継続している

と解すべきであり，その間に行われた本件各ファイルのダウンロードにより生10 

じた損害については，原告Ｘ１らの送信可能化権侵害と相当因果関係のある損

害に当たるというべきである。他方，端末の記録媒体から本件各ファイルを削

除するなどして，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件各ファイルの送受信がで

きなくなった場合には，原告Ｘ１らがそれ以降に行われた本件各ファイルのダ

ウンロード行為について責任を負うことはないというべきである。 15 

  (2) アップロードの始期について 

   ア 以上を前提に検討するに，証拠（甲６）によれば，原告Ｘ６については，

遅くとも平成３０年６月４日までには本件ファイル２をアップロード可能

な状態に置いていたことが認められる。 

イ 原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ７，原告Ｘ８，原告Ｘ20 

９及び原告Ｘ１０については，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件各ファイ

ルのダウンロードを開始した時期は明らかではないものの，証拠(乙１１)に

よれば，遅くとも，それぞれ次の各年月日において本件各ファイルをアップ

ロード可能な状態に置いていたことが認められる。 

    (ｱ) 原告Ｘ１ 平成３０年６月１２日 25 

    (ｲ) 原告Ｘ２ 平成３０年６月４日 
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    (ｳ) 原告Ｘ３ 平成３０年６月２日 

    (ｴ) 原告Ｘ４ 平成３０年６月４日 

    (ｵ) 原告Ｘ７ 平成３０年６月１２日 

    (ｶ) 原告Ｘ８ 平成３０年６月１３日 

    (ｷ) 原告Ｘ９ 平成３０年６月２日 5 

    (ｸ) 原告Ｘ１０ 平成３０年６月９日      

  (3) アップロードの終期について 

   ア 乙１４及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１らは，それぞれ，別紙「損害

額一覧表」の「終期」欄記載の各年月日に原告ら代理人に相談をしたことが

認められるところ，同原告らは既にプロバイダ各社からの意見照会を受け，10 

著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があることを認識していた上，上

記相談の際に，原告ら代理人からＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を直ちに停止

すべき旨の助言を受けたものと推認することができるから，同原告らは，そ

れぞれ，遅くとも同日にはＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止し，もって，

本件各ファイルにつきアップロード可能な状態を終了したものと認めるの15 

が相当である。 

   イ これに対し，原告らは，プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点で，

直感的にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止した旨主張するが，プロバイダ

各社から意見照会を受けたからといって，直ちにＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利

用停止という行動に及ぶとは限らず，実際のところ，原告Ｘ６は，平成３０20 

年１０月１９日に受領したものの，少なくとも同年１１月頃までＢｉｔＴｏ

ｒｒｅｎｔソフトウェアを端末にインストールしていたことがうかがわれ

る（甲６）。そうすると，プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点でＢ

ｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止したと認めることはできない。   

   ウ 以上によれば，原告Ｘ１らは，それぞれ，別紙「損害額一覧表」の「期間」25 

欄記載の期間中に他のユーザーが本件各ファイルをダウンロードしたこと
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により生じた損害の限度で，賠償義務を負うことになる。   

  (4) ダウンロード数 

   ア 本件全証拠によっても，上記各期間中に本件各ファイルがダウンロードさ

れた正確な回数は明らかではない。他方で，証拠（乙２～４，８～１０）に

よれば，令和元年１０月１日から令和３年５月１８日までの５９５日間にお5 

いて，本件ファイル１については５０１，本件ファイル２については２３２，

本件ファイル３については９１０，それぞれダウンロード数が増加している

ことが認められるところ，各原告につき，同期間の本件各ファイルのダウン

ロード数の増加率に，前記(2)・(3)において認定したダウンロードの始期か

ら終期までの日数（別紙「損害額一覧表」の「日数」欄記載のとおり）を乗10 

じる方法によりダウンロード数を算定するのが相当である。 

     この計算方法に基づき算定されたダウンロード数は，別紙「損害額一覧表」

の「期間中のダウンロード数」欄記載のとおりである。 

     なお，原告らは，乙２～４記載のコンプリート数（ダウンロード数）と甲

１０記載のコンプリート数が大幅に異なることを根拠に，乙２～４記載のコ15 

ンプリート数に依拠することは相当ではないと主張するが，コンプリート数

が一致しないのは，参照するトラッカーサーバーが異なることが原因である

と考えられ，上記乙２～４のコンプリート数に特に不自然・不合理な点はな

い以上，上記各証拠に記載されたコンプリート数に基づいてダウンロード数

を計算することが相当である。          20 

  (5) 基礎とすべき販売価格 

   ア 原告Ｘ１らが本件各ファイルをＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロード可

能な状態に置いたことにより，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーにおいて，

本件著作物を購入することなく，無料でダウンロードすることが可能となっ

たことが認められる。これにより，被告は，本件各ファイルが１回ダウンロ25 

ードされるごとに，本件著作物を１回ダウンロード・ストリーミング販売す
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る機会を失ったということができるから，本件著作物ダウンロード及びスト

リーミング形式の販売価格（通常版９８０円，ＨＤ版１２７０円）を基礎に

損害を算定するのが相当である。 

     そして，被告は，ＤＭＭのウェブサイトにおいて本件著作物のダウンロー

ド・ストリーミング販売を行っているところ，被告の売上げは上記の販売価5 

格の３８％であると認められるので(弁論の全趣旨)，本件各ファイルが１回

ダウンロードされる都度，被告は，通常版につき３７２円（＝９８０×０．

３８），ＨＤ版につき４８２円（＝１２７０×０．３８）の損害を被ったも

のということができる。 

   イ 本件ファイル３は通常版の動画ファイルのピースであるのに対し，本件フ10 

ァイル１及び２はＨＤ版の動画ファイルのピースであることが認められる

ので（弁論の全趣旨），別紙「損害額一覧表」の「価格」欄記載のとおり，

原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ６，原告Ｘ７及び原告Ｘ

８については４８２円，原告Ｘ９及び原告Ｘ１０については３７２円を基礎

として，損害額を計算することが相当である。 15 

   ウ 本件各ファイルをダウンロードしたユーザーの中には有料であれば本件

著作物を購入しなかったものも存在するという原告らの指摘や，ＢｉｔＴｏ

ｒｒｅｎｔのユーザーと本件著作物の需要者等が異なるという原告らの指

摘も，前記認定を左右するものということはできない。 

   (6) 以上によれば，原告Ｘ１らが被告に対して負うべき損害賠償の額は，それぞ20 

れ，別紙「損害額一覧表」の「損害額」欄記載のとおりとなる（なお，同別紙

「⑤期間中のダウンロード数」は計算結果を小数第２位まで表示したものであ

り，「損害額」欄は小数第１位で切り捨てたものである。）。 

 ３ 争点２－２（減免責の可否）について 

   原告らは，原告らにおいて複製物を作成しようという意思が希薄であり，客観25 

的にも本件著作物の流通に軽微な寄与をしたにすぎないことや，原告らとユーザ
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ーとの間の主観的・経済的な結び付きが存在しないことからすれば，関連共同性

は微弱であるとして，損害額につき大幅な減免責が認められるべきである旨主張

するが，原告らの指摘するような事情をもって，前記認定の損害額を減免責すべ

き事情に当たるということはできない。 

 ４ 結論 5 

よって，原告らの請求は，主文の限度で理由があるので，その限度で認容し，

その余は理由がないので棄却し，訴訟費用については民訴法６４条但書を適用し

てその全部を被告に負担させることとして，主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第４０部 10 

 

 

裁判長裁判官 

                      

   佐   藤   達   文 15 

 

 

裁判官 

                      

   𠮷   野   俊 太 郎 20 

 

 

裁判官 

                      

   小   田   誉 太 郎  25 
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（別紙） 

著作物目録 

 

作品タイトル：グラビアアイドル究極進化！１年で開発された神ＢＯＤＹ！大痙

攣イキまくり乱交解禁スペシャル！高橋しょう子 5 

品番：MIDE-465 

掲載のＵＲＬ： 

https:// 以下省略 

収録時間：２４０分 
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